
医薬品マスタ等の不適切な設定や設定不足により、

「医師・歯科医師が処方していない医薬品名」

「医師・歯科医師が意図していない単位」

が表示される可能性があります。

電子処方箋の運用に当たって、必ず設定を確認してください。

（詳細は次ページ以降）

（注）電子処方箋の運用以外の場でも、各種マスタの適切な設定が重要です。

【医療機関・薬局】
医薬品マスタ等の設定について
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【医療機関・薬局】
電子処方箋管理サービスで使用する医薬品コードについて

○ 電子処方箋管理サービスに登録する医薬品コードは、YJコード、レセプト電算コード、一般名処方コードのいずれかとなりま

す。医療機関・薬局において、医薬品マスタ等の設定が適切に行われたか確認したうえで運用するようお願いいたします。

上記の事象が生じていないか今一度確認いただき、

薬局において調剤する際には、必ず薬剤名の項目を確認してから調剤を行ってください。

医療機関A
電子処方箋管理サービス

医師・
歯科医師 薬剤師

入力 登録 取得 表示

薬局B

コードの設定

特定の医薬品A 規定のコード

コードの設定

特定の医薬品A規定のコード

通過できる医薬品コード

・YJコード

・レセプト電算コード

・一般名コード

マスタ マスタ

注意注意

注意

意図されたものとは異なる医薬品等が表示されてしまう要因となるので、運用に当たって医療機関・薬局において医薬品マスタ等を設

定する場合は、設定誤りがないか必ず確認してください。

2医薬品コードの設定方法等は、システム毎に異なりますので、適宜ご使用のシステムのマニュアル等をご確認ください。



【医療機関・薬局】
電子処方箋管理サービスで使用する医薬品コードについて ※設定不備のイメージ
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医療機関A

電子処方箋管理サービス

医師・
歯科医師 薬剤師

入力 登録 取得 表示

薬局B

コードの設定

ハウスコード 規定のコード

コードの設定

ハウスコード規定のコード

マスタ マスタ

“薬剤A”

“薬剤Ａ”

123451234
（薬剤Aの

ハウスコード）

“薬剤Ｂ”

123456789
（薬剤Bに対応する

レセプト電算コード）

“薬剤Ｂ”

123456789
（薬剤Bに対応する

レセプト電算コード）

“薬剤Ｂ”

123456789
（薬剤Bに対応する

レセプト電算コード）

2999999Z9999
（薬剤Bに対応する

YJコード）

“薬剤Ｂ”

2999999Z9999
（YJコード）

“薬剤Ｂ”

123456789
（ハウスコード）

“薬剤Ｂ”

設定不備

【ケース１】医療機関の設定するマスタに不備があった場合

医療機関Aにおいて、引換番号付きの紙の処方箋でピオグリタゾン（下図で薬剤A）を処方したつもりだが、電子処方箋管理サービ
スに登録された情報を確認すると、カルボシステイン（下図で薬剤B）になっていた。医療機関システム内のマスタの設定を確認し
たところ、マスタの設定不備があったことに気づいた。

【ケース２】薬局の設定するマスタに不備があった場合
医療機関Cにおいて、アセトアミノフェン錠200mg （下図で薬剤C）を引換番号付きの紙処方箋で発行した。薬局Dにおいて、引

換番号に基づき処方情報を取得したところ、アセトアミノフェン錠100mg （下図で薬剤D）が表示された。疑問に思って、紙の処方
箋（原本）や処方情報中のテキスト情報を確認したところ、アセトアミノフェン錠200mgが記録されており、薬局システム内のマス
タの設定不備があったことに気づいた。

医療機関C

電子処方箋管理サービス

入力 登録 取得 表示

薬局D

コードの設定

ハウスコード 規定のコード

コードの設定

ハウスコード規定のコード

マスタ マスタ

“薬剤Ｃ”

“薬剤Ｃ”

123451234
（薬剤Ｃの

ハウスコード）

“薬剤Ｃ”

123451234
（薬剤Ｃに対応する

レセプト電算コード）

“薬剤Ｃ”

123451234
（薬剤Ｃに対応する

レセプト電算コード）

“薬剤Ｃ”

123451234
（薬剤Ｃに対応する

レセプト電算コード）

2999999Z9999
（薬剤Ｃに対応する

YJコード）

“薬剤Ｃ”

2999999Z9999
（YJコード）

“薬剤Ｄ”

987651234
（ハウスコード）

“薬剤Ｄ”

設定不備

医師・
歯科医師 薬剤師

（注）過去起きた実際の事例を元にした、イメージです。

（注）過去起きた実際の事例を元にした、イメージです。



【医療機関・薬局】
医薬品の単位について

○ 医療機関において、薬価基準上の単位と異なる単位名で電子処方箋管理サービスに処方情報を登録する場合は、ご使用の電子

カルテの単位変換の仕組みについて確認を行っていただくようお願いいたします。

○ 薬価基準上の単位以外での記録を想定しており、単位を変換する係数の設定がない場合には、薬局において処方意図と異なる

表示の要因となります。

システム

医療機関A
電子処方箋管理サービス

医師・
歯科医師 薬剤師

入力 登録 取得 表示

薬局B

システム

“A軟膏”

２本
（１本５gを２本）

調剤数量 ：１

分量 ：２

単位名 ：本

単位変換係数 ：５

薬品補足コメント ：「５gを２本」

調剤数量 ：１

分量 ：２

単位名 ：本

単位変換係数 ：５

薬品補足コメント ：「５gを２本」

“A軟膏”

10g

注意①

調剤数量 ：１

分量 ：２＊５（係数）=10

単位名 ：本をg（薬価基準上の単位）に変換

薬品補足コメント ：５gを２本

意図した/意図された用量とは異なる用量が表示される要因となるので、上記の点を確認してください。

薬局においては、これまでに応需実績のない医療機関から受け付けた場合等は、特にご注意ください。

注意②

✓ 薬価基準上の単位以外で登録する場合には、ご使用の電子カルテの単位

変換の仕組みについて確認をしてください。単位を変換する係数が必要な

場合は合わせて登録してください。また、薬価基準上の単位で登録する場

合には、（１以外の）係数が登録されることのないようにしてください。

（注）システム上適切に設定がなされているか確認してください。

✓ 製剤の単位が必要な場合は、薬品補足コメントとして設定してください。

✓ 電子処方箋管理サービスからは、医療機関から登録された単位名も薬

局側に送信されていますが、単位変換する係数がなかった場合の表示

のされ方についてご確認いただくとともに、薬品補足コメントなども

併せて確認してください。

注意① 注意②

4医薬品コードの設定方法等は、システム毎に異なりますので、適宜ご使用のシステムのマニュアル等をご確認ください。



システム

【医療機関・薬局】
医薬品の単位について

医療機関A
電子処方箋管理サービス

医師・
歯科医師 薬剤師

入力 登録 取得 表示

薬局B

システム

“A軟膏”

２本
（１本５gを２本）

調剤数量 ：１

分量 ：２

単位名 ：本

単位変換係数 ：５

薬品補足コメント：「５gを２本」

記録せず

調剤数量 ：１

分量 ：２

単位名 ：本

単位変換係数 ：なし

薬品補足コメント ：なし

医療機関からの情報のとおりに
薬局に送信

“A軟膏”

２g

調剤数量 ：１

分量 ：２

単位名 ：g（薬価基準上の単位）と認識

単位を変換する係数の記録がないと、
薬局システムにおいて、「薬価基準上の単位」
での記録と判断し表示される可能性があります。
「薬価基準上の単位」か「薬価基準と異なる単
位」か注意して確認し、薬品補足コメントなど

も併せてご確認ください。

○ 医療機関において、薬価基準上の単位と異なる単位名で、電子処方箋管理サービスに登録する場合に、システムでの分量の変

換や、単位を変換する係数の設定をせずに登録される。

○ 薬局においては、薬価基準上の単位での記録を想定しており、単位を変換する係数の設定もないことから、薬局システムで表

示されたものは処方意図と異なるものとして表示される。
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設定誤りのイメージ



（参考）用語の定義・解説

用語 定義・解説

マスタ システムへの入力に必要な基礎的なデータを集めたデータ集のこと。

例）医薬品マスタ（薬品名称、規格、薬価基準収載コード、薬価などが
登録されている）

ハウスコード 医療機関や薬局が自院（局）で運用しているシステムで使用している
データ（例えば医薬品のデータ）個々に付与されている独自のコード。

薬品補足情報 データに記録する医薬品についてテキストで補足する情報。薬品補足レ
コード（欄）に文字列（テキスト）で記載する。

単位を変換する係数
（単位変換係数）

薬価基準上で定義されている単位と異なる単位で医薬品を処方する場合
に、必要な変換係数を医療機関システムから記録する。
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